別表(第3条、第6条、第11条、第12条、第12条の2関係)
区分
車賃

鉄道賃


日当
宿泊料




300km未満
300km以上
50km未満
50km以上
100km以上
100km以上
村内
100km未満
100km以上







円
円
円
円

内国旅行
バス賃実費、又は車賃　1kmにつき20円
1回の旅行行程につき2,000円(これを超えた場合、最寄の駅からの車賃実費で2,000円を越えた額を加えた額)(公用車等を使用した場合を除く)
運賃実費
運賃実費(ただし、旅行命令権者が認めた場合、特急自由席料金を支給できる)
運賃実費、特別急行料金、座席指定料金
800
5,000
9,000
10,000

外国旅行
国家公務員等の旅費に関する法律の別表第2の6級以下3級以上の職務にある者の相当額









